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第４章  雑則（第 42条－第 46条）  

附則  

第１章  総則  

第１節  通則  

（目的）  

第１条  この条例は，開発事業者が開発事業を行う場合において，開発事業の住

民への周知 並 び に 公 共 施 設 の 整備等に関する市及び公共施設等の管理者等と

の協議等に つ い て ，開 発 事 業 者が行うべき手続その他必要な事項を定めると

ともに，都 市 計 画 法 （昭 和 43年法律第 100号。以下「法」という。 )第 29条第

１項の規定 に よ る 許 可 （ 以 下 「開発許可」という。）の基準等を定めること

により，開 発 事 業 の 円 滑 か つ 適正な実施を図り，もって良好な都市環境の形

成及び公共の福祉の増進に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例における用語の意義は，次に定めるもののほか，法，建築基準

法（昭和 25年法律第 201号），土地区画整理法（昭和 29年法律第 119号）及び宅

地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）並びにこれらの法律に基づく命令の

例による。  

（１） 開発事業  次のいずれかに該当する行為又は事業をいう。  

ア  開発行為であって，開発許可又は法第 34条の２第１項の協議の成立を要

するもの  

イ  土地区画整理事業（地方公共団体が施行する土地区画整理法第３条第１

項，第４項及び第５項の事業を除く。）  

ウ  住戸 の 数 が 40戸 以 上 で ある長屋又は共同住宅（以下「集合住宅」とい

う。）を建設する事業（アに掲げるもの及び法第 29条第１項第２号から第

11号までに掲げる開発行為として集合住宅を建設する事業を除く。）  

  エ  流通業務市街地の整備に関する法律（昭和 41年法律第 110号）第２条第

２項に規定する流通業務団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市

開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和 39年法律第 145号）第２条第

４項に規定する工業団地造成事業  



オ  住戸の数が 20戸以上（神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成

６年３ 月 条 例第 51号 。以 下「住環境条例」という。）第２条第３項に規

定するワ ン ルー ム マ ンシ ョンにあっては， 10戸以上）である住宅の建設

事業（ア，イ又はウに該当するものを除く。）  

（２） 開発事業者  開発事業を施行しようとする者をいう。  

（３） 開発事業区域  第１号アに掲げる事業にあっては法第４条第 13項に規定す

る開発区域 ， 第１ 号イ に 掲げる事業にあっては土地区画整理法第２条第４

項に規定す る 施行 地区 ， 第１号ウに掲げる事業にあっては当該集合住宅の

敷地，第１ 号 エに 掲げ る 事業にあっては流通業務市街地の整備に関する法

律第２条第 ４ 項に 規定 す る事業地又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発

区域の整備 及 び開 発に 関 する法律第２条第６項に規定する造成工場敷地を

いう。  

（４） 大規模開 発事 業  第 １ 号 ア又はイに掲げる開発事業のうち開発事業区域

が５ヘクタール以上のものをいう。  

（５） 中規模開 発事 業  第 １ 号 ア又はイに掲げる開発事業のうち開発事業区域

が 3,000平方メートル以上５ヘクタール未満のものをいう。  

（６） 公共施設  法第４条第 14項及び都市計画法施行令（昭和 44年政令第 158号。

以下「令」 と いう 。） 第 １条の２並びに土地区画整理法第２条第５項及び

土地区画整 理 法施 行令 （ 昭和 30年政令第 47号）第 67条に規定する施設をい

う。  

（７） 公益的 施設  学 校， 医療 施設，交通施設その他公益上必要な施設をいう。  

（８） 住民  建 築物 の 全 部 若 し くは一部を占有し， 若しくは所有する者又は土

地を所有する者をいう。  

（９） 地域団体  一 定 の 区 域 に 住所を有する者の地縁に基づいて形成された団

体その他の団体であって規則で定めるものをいう。  

(10) まちづ く り 協 定 等  神戸 市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例

（昭和 56年 12月条 例第 35号）第２条第３号に規定するまちづくり協定及び

同条第４号に規定する地区計画等をいう。  

(11) 計画人口  開 発 事業 に より建設される予定建築物等（法第 30条第１項第



２号の予定 建 築物 等を い う。以下同じ。）に居住する予定の人数として，

公示する人数をいう。  

(12) 計画戸数  開 発 事 業に よ り建設される予定建築物等に含まれる住宅の総

戸数をいう。  

(13) 土地利用 計画  開 発事 業 に関し，法第 30条第１項に規定する事項，土地

区画整理法 第 ６条 （同 法 第 14条第１項及び第３項，同法第 51条の２第１項

並びに 同法 第 71条 の３ に おいて準用する場合を含む。）に規定する設計の

概要，新住宅市街地開発法（昭和 38年法律第 134号）第 21条第２項に規定す

る設計又は 公 有水 面埋 立 法（大正 10年法律第 57号）第２条第２項第３号に

規定する用途を定めた計画をいう。  

第２節  市及び開発事業者の基本的責務  

（市の基本的責務）  

第３条  市は，地域の特質を生かした均衡ある良好な都市環境の形成及び公共の

福祉の増進 を 図 る た め ，こ の 条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう必要

な措置を講ずるものとする。  

（開発事業者の基本的責務）  

第４条  開発事業者は，開発計画について住民等への積極的な周知に努めること

等により地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 発展に配慮するとともに，まちづくり協定等に

整合し，か つ ， 自 然 環 境 及 び 生活環境と調和するよう開発事業を行うものと

する。  

２  開発事業者は，自らの責任及び負担において必要な公共施設及び公益的施設

のうち市長 が 定 め る も の を必 要な位置及び規模で整備するとともに，市が実

施する施策 に 協 力 し ，地 域 の 特質を生かした均衡ある良好な都市環境の形成

及び公共の福祉の増進を図るものとする。  

第２章  開発事業に関する手続  

第１節  大規模開発事業計画の申出  

（大規模開発事業計画の申出）  

第５条  大規模開発事業を施行しようとする者（以下「大規模事業者」という。）

は，次条に 規 定 す る 審 査 の 申 出に先立ち，規則で定めるところにより，当該



大規模開発事 業 の計 画 を書 面 により市長に申し出なければならない。ただし，

規則で定める要件に該当するときは，これを行わないことができる。  

２  市長は，大規模事業者が前項の書面を提出した日の翌日から起算して３年を

経過する日 ま で に 次 条 の審 査 の申出を行わなかったときは， 規則で定める場

合を除き，前項の規定による申出を行わなかったものとみなす。  

第２節  開発事業審査の申出等  

（開発事業審査の申出等）  

第６条  建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的をもって計画され

る事業（以 下 「 建 築 等 計 画 事 業」という。）を行おうとする者（第２条第１

号イ，エ及 び オ の 事 業 を 行 お うとする者を除く。）及び第２条第１号イの事

業を行おう と す る 者 は ， 開 発 事業に係る審査申 出書（以下「開発事業審査申

出書」とい う 。 ） に ， 規 則 で 定める書類等を添付して市長に提出し，開発事

業に係る手 続 の 要 否 そ の 他 市 長が必要と認める事項についての審査（以下単

に「審査」 と い う 。 ） を 求 め なければならない。ただし，規則で定める場合

はこれを行わないことができる。  

２  第２条第１号ウの事業を行おうとする者は，集合住宅建設事業に係る審査申

出書（以下 「 集 合 住 宅 建 設 事 業審査申出書」という。）に，規則で定める書

類を添付して市長に提出し，事業の審査を求めなければならない。  

３  市長は，申出に係る開発事業者が大規模事業者であるときは，別に定めると

ころにより開発事業計画に関する説明を求めることができる。  

４  市長は，第１項又は第２項の審査の結果を当該申出を行った者に通知すると

ともに，第 ２ 条 第 １ 号 ア ， イ 又はウの事業に該当すると認める場合は，第 12

条に規定す る 協 議 に 係 る 公 共 施設等の管理者及び関係する行政庁（以下「管

理者等」と い う 。 ） の 名 称 そ の他協議に必要と認める事項を教示しなければ

ならない。  

５  市長は，第１項の開発事業審査申出書又は第２項の集合住宅建設事業審査申

出書の提出 を 行 っ た 者 が ，前 項に規定する通知を受けた日の翌日から起算し

て３年を経 過 す る 日 ま で に ，第 13条第２項に規定する開発事業の承認の申請

をしなかっ た と き は ，開 発 事 業審査申出書又は集合住宅建設事業審査申出書



の提出を行 わ な か っ た も の と みなす。ただし， 開発事業に該当しないと市長

が認めた場合その他規則で定める場合は，この限りでない。  

 （開発事業計画を変更する場合の再度の手続）  

第７条  開発事業者は，前条に規定する開発事業審査申出書又は集合住宅建設事

業審査申出書 を 提 出 し た日 か ら第 13条第２項の申請を行うまでの間において，

申出に係る 開 発 事 業 計 画 を 変 更しようとするときは，あらかじめその旨を書

面により市長に届け出るものとする。  

２  前条第４項及び次条から第 12条までの規定は，前項の届出について準用する。

ただし，市 長 が 必 要 で な い と 認めるときは，その手続の一部又は全部を行わ

ないことができる。  

第３節  住民周知  

（標識の設置）  

第８条  開発事業者は，その事業が開発事業に該当する旨の第６条第４項に定め

る通知を受 け た と き は ，近 隣 の住民に当該開発事業の計画の内容等を周知す

るため，規則 で 定 め る 標 識 （ 以下「標識」という。）を，次に掲げる事業の

区分に応じ 当 該 各 号 に 定 め る 日までの間，開発事業区域における公衆の見や

すい場所に設置しておかなければならない。  

（１） 第２条第１号アの事業  当該事業に係る法第 36条第３項の規定による公告

の日  

（２） 第２条第１号イの事業  当該事業に係る土地区画整理法第９条第３項，同

法第 21条第 ３項 ， 同法 第 51条の９第３項又は同法第 71条の３第 11項の規定

による公告の日  

（３） 第２条第１号ウの事業  当該事業に係る工事の施行の日  

２  開発事業者は，前項の規定により標識を設置したときは，規則で定めるとこ

ろにより，速やかに市長に届け出なければならない。  

３  開発事業者は，標識の記載事項に変更があったときは，速やかに記載事項を

変更すると と も に ，規 則 で 定 めるところにより，変更届出書を市長に提出し

なければならない。  

（住民説明の実施）  



第９条  開発事業者は，次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ，当該各号に定

める住民に対 し ，前 条 第２ 項 の規定による届出をした日の翌日以後遅滞なく，

規則で定め る 方 法 に よ り ，開 発事業の計画の内容その他規則に定める事項に

関する説明（ 以 下 「 住 民説 明 」という。）を行わなければならない。ただし，

市長が特に必要がないと認めたときは，この限りでない。  

（１） 大規模開 発 事 業 又 は 中 規 模開発事業  開発事業区域の境界から水平距離  

が 50メートルの範囲内の住民  

（２） 第２条第１号ウに掲げる開発事業  開発事業区域の境界から建築物の高さ

分までの範 囲内 の 住民 （ 開発事業区域が次に掲げる地域に属する場合は，

開発事業区域の境界から水平距離が 15メートルの範囲内の住民に限る。）  

ア  近隣商業地域（容積率 200パーセントを超える区域に限る。イにおいて

同じ。）  

イ  準工業地域  

ウ  商業地域  

エ  工業地域  

（３） 前２号 に 定め る もの 以外 の開発事業  開発事業区域の境界から水平距離

が 15メートルの範囲内の住民  

２  前項第１号から第３号までに規定する住民は，住民説明を受けた日の翌日か

ら起算して 10日 以 内 に ， 当 該 開発事業の計画に関する意見を開発事業者に提

出することができる。  

３  開発事業者は，第１項に規定する住民説明が終了したときは，規則で定める

ところにより ，住 民 説 明に 関 する報告書（以下「住民説明報告書」という。）

を，前項に 規 定 す る 意 見 の 提 出期間の経過後，法第 32条に規定する公共施設

の管理者と の 協 議 及 び 第 12条 第１項に規定する協議開始までに， 市長に提出

しなければならない。  

４  市長は，規則で定めるところにより，住民説明報告書を閲覧に供するものと

する。  

（地域団体への説明）  

第 10条  開発事業者は，当該開発事業の計画の内容等について，前条第１項各号



に掲げる住 民 が 属 す る 地 域 団 体から説明を求められたときは，速やかに，説

明会の開催 ，書 面 の 提 供 そ の 他適切な方法により説明を行うよう努めなけれ

ばならない。  

 （住民説明等の適用除外）  

第 11条  前２条の規定は，開発事業が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合

には，適用しない。  

 （１） 第２条第１号アの開発事業のうち，市街化区域において行う開発事業であ

って自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行うもの  

 （２） 第２条第１号アの開発事業のうち，市街化調整区域において行う開発事業

であって自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行うもの又はその

開発事業の規模が 500平方メートル未満のもの  

 （３） 第２条第１号エの開発事業  

 （４） 第２条第１号オの開発事業  

第４節  公共施設等の管理者等との協議  

（公共施設等の管理者等との協議）  

第 12条  開発事業者は，第５条から前条までに規定する手続を終えたとき（第２

条第１号エ 又 は オ の 事 業 を 行 う者にあっては当該事業を行おうとするとき）

は，開発事 業 の 計 画 ， 公 共 施 設等の整備その他必要な事項について，規則で

定めるとこ ろ に よ り ， 次 に 掲 げる施設の管理者等と協議（他の法令の規定に

基づく協議 を 除 く 。 ） を 行 わ なければならない。ただし，当該管理者等が特

に必要がないと認めたときは，この限りでない。  

（１） 道路  

（２） 公園，緑地又は広場（以下「公園等」という。）  

（３） 下水道  

（４） 河川  

（５） 水路  

（６） 消防水利  

（７） 消防及び救急活動を行うために必要な道路，通路，空地その他の施設（以

下「消防活動空地等」という。）  



（８） 上水道  

（９） ごみ等の集積施設  

(10) 学校  

(11) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める公益的施設その他の施設  

２  前項の規定にかかわらず，第２条第１号エの開発事業者又は同号オの開発事

業者が前項 の 協 議 を 行 う と き は，第２条第１号エの開発事業者にあっては，

前項第６号 の消 防 水 利 に 関 す る事項，第２条第１号オの開発事業者にあって

は，前項第 ９ 号 の ご み 等 の 集 積施設に関する事項について，それぞれ当該事

項の管理者等と協議を行うことで足りる。  

第５節  開発事業の計画の承認等  

（開発事業の承認等）  

第 13条  開発事業者は，開発事業を施行しようとするときは，当該開発事業につ

いて，市長の承認（以下「開発承認」という。）を受けなければならない。  

２  前項の承認を受けようとする開発事業者は，第６条第４項に規定する通知を

受け，前条の 規 定 に よ る 公 共 施設等の管理者等との協議を行った日以後に，

この協議の結 果 又 は 内 容 を 反 映させた計画に基づく当該開発事業について，

規則で定めるところにより，市長に申請しなければならない。  

３  市長は，前項の申請があったときは，遅滞なく，開発事業の承認又は不承認

の決定をし ， 開 発 事 業 者 に 通 知しなければならない。ただし，承認する場合

においては，市長は，当該承認に必要な条件を付すことができる。  

４  市長は，前項の決定を行う場合において，当該開発事業の計画が，次の各号

に掲げる開 発 事 業 の 区 分 に 応 じ，それぞれ当該各号に定める基準に適合して

おり，かつ， そ の 申 請 の 手 続 がこの条例の規定に違反していないと認めると

きは，承認をしなければならない。  

（１） 第２条第１号アに該当する開発事業  第 15条から第 24条まで及び第 32条か

ら第 40条までの規定  

（２） 第２条第１号イに該当する開発事業  第 15条から第 24条まで及び第 32条か

ら第 38条までの規定  

（３） 第２条第１号ウに該当する開発事業  第 15条から第 24条まで，第 32条から



第 38条まで及び第 40条の規定  

（４） 第２条第１号エに該当する開発事業  第 21条及び第 24条の規定  

（５） 第２条第１号オに該当する開発事業  第 23条の規定  

（６） 第２条第１号ア，イ又はウに該当する開発事業  法第 33条に規定する開発

許可の基準 （第 ２ 条第 １ 号イ及びウに掲げる事業にあっては，法第 33条第

１項第 12号，第 13号及び第 14号の規定を除く。）  

５  開発事業者は，開発承認を受けたときは，速やかにその旨及び当該承認を受

けた年月日を 第 ８ 条 第 １ 項 の 規定により設置した標識に記載しなければなら

ない。   

６  開発事業者は，次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ，それぞれ当該各号

に定める日までに，開発承認を受けるよう努めなければならない。  

（１） 第２条第１号アに該当する開発事業  開発許可の日又は法第 34条の２に規

定する協議が成立した日  

（２） 第２条第１号イに該当する開発事業  土地区画整理法第４条第１項，同法

第 14条第１項，同法第 51条の２第１項又は同法第 71条の２第１項に規定する

土地区画整理事業の認可の申請の日  

（３） 第２条第 １号 ウ に 該 当 す る開発事業  住環境条例第５条の２に規定する

届出の日  

（４） 第２条第 １号 エ に 該 当 す る開発事業  建築基準法第６条第１項又は同法

第６条の２第１項に規定する確認の申請の日  

（５） 第２条第 １号 オ に 該 当 す る開発事業  建築基準法第６条第１項又は同法

第６条の２第１項に規定する確認の申請の日  

７  市長は，開発承認を受けた開発事業者が，その通知を受けた日の翌日から起

算して３年を経 過 し た日 に お いて， 許可等に係る申請等を行わない場合は，

その承認を取り消すことができる。   

８  市長は，第２条第１号イ及びウに該当する開発事業にあっては，開発承認  

後，当該開 発 承 認 の申 請に 関 する図書について閲覧の請求があった場合には，

規則で定めるところにより，これを閲覧に供するものとする。  

（開発事業変更承認等）  



第 14条  開発承認を受けた開発事業者は，開発事業の計画を変更しようとすると

きは，変更に 係 る 工 事 の 着 手 までに，市長の開発事業の変更に係る承認（以

下「変更承 認 」 と い う 。 ） を 受けなければならない。ただし，規則で定める

軽微な変更をしようとするときは，この限りでない。  

２  変更承認を受けようとする開発事業者は，規則で定めるところにより，市長

に変更承認に係る申請をしなければならない。  

３  第６条から前条までの規定は，変更承認について準用する。ただし，市長が

必要がない と 認 め る と き は ，その手続の一部又は全部を行わないことができ

る。  

４  第１項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとする者は，規則で定め

るところにより，その旨を書面により市長に提出しなければならない。  

第６節  開発事業の承認の基準  

（開発事業区域の選定）  

第 15条  開発事業区域の選定に当たっては，その立地条件，市街化の動向及び将

来計画等を 把 握 し て 定 め る も のとし，文化財の分布する地区又は土砂災害警

戒区域等土 砂 災 害 の お そ れ の ある地区を含む場合には，あらかじめ必要な調

査を行うも の と す る 。 開 発 事 業区域に土砂災害のおそれ のある地区が存在す

る場合には ，必 要 に 応 じ て そ の周辺区域についても同様の調査を行うものと

する。  

２  前項に規定する調査の結果，文化財が多く分布する地区であることが明らか

になった地区については，開発を避けるよう努めるものとする。  

３  第１項に規定する調査の結果，土砂災害のおそれのある地区については，防

災に資する 計 画 及 び 対 策 を 実 施するよう努めるとともに，規則で定めるとこ

ろにより，その旨を市長に報告しなければならない。  

４  市長は，児童又は生徒の急増により学校施設が著しく不足するおそれのある

地区について は ， そ の 不 足 を 避けるため，開発事業者に必要な協力を求める

ことができる も の と し ， 開 発 事業者は，これに協力するよう努めるものとす

る。  

（道路）  



第 16条  開発事業区域及びその周辺の道路網は，土地利用計画に基づき，交通の

質及び量並び に 車 両 及 び 歩 行 者の交通動態を勘案し，総合的に計画するもの

とする。  

２  開発事業区域内に設置する道路の構造は，道路法（昭和 27年法律第 180号），

この条例その 他 の 関 係 法令 等に定めるもののほか，市長が定める基準による。  

３  開発事業区域内の主要な道路については，歩車道が分離され，かつ，幅員が

9.5メートル以上の開発事業区域外の道路に接続するものとする。ただし，第

２項に規定する基準に適合するものにあっては，この限りでない。  

４  開発事業区域に接する道路のうち，開発事業区域に接する区間は幅員が６メ

ートル以上とす る 。 ただ し ， 第２項に規定する基準に適合するものにあって

は，この限りでない。  

５  開発事業区域内に新設される主要な道路は，歩車道が分離され，かつ，幅員

が 12メート ル以 上 と し， そ の 他の道路は幅員が６メートル以上とする。ただ

し，第２項に規定する基準に適合するものにあっては，この限りでない。  

 （公園等）  

第 17条  公園等の計画及び構造については，都市公園法（昭和 31年法律第 79号），

この条例その 他 の 関 係 法令 等 に定めるもののほか，市長が定める基準による。  

（下水道）  

第 18条  下水道の計画及び構造については，下水道法（昭和 33年法律第 79号），

この条例その 他 の 関 係 法令 等に定めるものの ほか，市長が定める基準による。  

２  開発事業者は，市長の指示に従って，開発事業者の負担により当該開発事業

により公共下水道としての使用を廃止した構造物を撤去するものとする。  

（河川）  

第 19条  河川については，開発事業区域及びその周辺の地域において，洪水によ

る災害の発生 を 防 止 し ，そ の 正常な機能を維持するよう計画するものとする。  

２  河川の計画及び構造については，河川法（昭和 39年法律第 167号），この条例

その他の関係法令等に定めるもののほか，市長が定める基準による。  

３  開発事業者は，開発事業区域の面積が 1.0ヘクタール未満の開発事業におい

て，雨水の流出量の増加が生じる面積が 3,000平方メートル以上である開発事



業について は ，放 流 先 の 下 流 河川及び水路の排水能力が不足することにより

洪水が発生 す る お そ れ が な い よう，下流河川及び水路を改修し，又は市長が

定めるところにより，洪水調整池を設置するものとする。  

４  前項の規定により設置された洪水調整池及びその用に供される土地の所有権

は，開発事 業 者 又 は 開 発 事 業 者が市長と協議して定める者に帰属させるもの

とする。  

５  洪水調整池及びその用に供される土地の所有者は，洪水調整池の機能を維持

し，かつ， 周 辺 の 生 活 環境 に 影響を及ぼさないよう管理しなければならない。  

６  市長は，洪水調整池及びその用に供される土地の管理に関して，当該土地の

所有者に対し，必要な措置を講ずるよう求めることができる。  

（水路）  

第 20条  水路については，開発事業区域及びその周辺の地域において，洪水によ

る災害の発生 を 防 止 し ，そ の 正常な機能を維持するよう計画するものとする。  

２  水路の計画及び構造については，市長が定める基準による。  

（消防水利）  

第 21条  消防水利については，市長が定める基準により開発事業区域全域に対し

有効な消火活動が行えるよう設置するものとする。  

（消防活動空地等）  

第 22条  開発事業区域内における消防活動空地等は，市長が定める基準により設

けるものとする。  

 （ごみ等の集積施設）  

第 23条  ごみ等の集積施設の計画及び構造については，開発事業に係る建築物の

区分に応じ，市長が定める基準による。  

 （公共施設等の引継ぎ等）  

第 24条  開発事業者は，開発事業に伴い整備する公共施設等を適切に管理するた

め，規則で定 め る と こ ろ に よ り，本市への引継ぎその他必要な措置を講じな

ければならない。  

第７節  開発事業の計画の遵守  

（開発事業の計画の遵守）  



第 25条  開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人（請負工事の下請け人を

含む。以下 同 じ 。） は ， 開 発 承認を受けた開発事業の計画を遵守し，当該開

発事業に関する工事を行わなければならない。  

第８節  工事の着手  

（工事の着手の届出）  

第 26条  第２条第１号アに掲げる開発事業を行う開発事業者は，開発事業に関す

る工事に着 手 し よ う と す る と きは，規則で定めるところにより，あらかじめ

その旨を市長に届け出なければならない。  

（開発事業に関する工事の着手制限）  

第 27条  開発事業者（第２条第１号イに掲げる開発事業を行う者を除く。以下こ

の条におい て 同 じ 。 ） 及 び 当 該開発事業に関する工事の請負人は，開発事業

者が第 13条第 １ 項 の 開 発 承 認 を受ける前に，当該開発事業に関する工事に着

手してはならない。  

２  開発事業者及び当該開発事業に関する工事の請負人は，開発事業者が開発事

業の計画の 変 更 に つ い て ，第 14条第１項の変更承認を受ける前に， 当該変更

に係る開発事業に関する工事に着手してはならない。  

第９節  事業の一体性  

（事業の一体性）  

第 28条  近接している土地において行う２以上の事業（第２条第１号イに掲げる

開発事業を 除 く 。 ） は 一 の建 築等計画事業とみなす。ただし，規則に定める

要件に該当する場合は，この限りでない。  

２  前項の規定により一の建築等計画事業とみなした建築等計画事業が開発事業

に該当する場合は，この条例の規定を適用する。  

第 10節  承継，廃止及び取消し  

（開発事業の地位の承継）  

第 29条  開発承認を受けた者の相続人その他の一般承継人は，遅滞なく，その旨

を書面により市長に届け出なければならない。  

２  第２条第１号アの事業において，開発承認を受けた者から当該開発事業区域

内の土地の 所 有 権 そ の 他 当 該 開発事業に関する工事を施行するために必要な



権原を取得 し た 者 が 開 発 承 認 を受けた者が有していた当該開発承認に基づく

地位を承継（前項の一般承継を除く。以下この条において同じ。）するときは，

市長の承認を受けなければならない。  

３  第２条第１号イの事業において，開発事業区域内の宅地について，開発承認

を受けた者が 有 す る 所 有 権 若 しくは借地権の全部又は一部を承継した者が，

当該開発承認 に 基 づ く 地 位 を 承継したときは，規則で定めるところにより，

その旨を書面により市長に届け出なければならない。  

４  第２条第１号ウ，エ及びオの事業において，開発承認を受けた者が有してい

た当該開発 承 認 に 基 づ く 地 位 を承継した者は，遅滞なく，その旨を書面によ

り市長に届け出なければならない。  

（開発事業の廃止）  

第 30条  開発承認を受けた開発事業者は，当該開発事業を廃止するときは，遅滞

なく，規則 で 定 め る と ころ に より，市長にその旨を届け出なければならない。  

（開発承認の取消し）  

第 31条  市長は，次の各号にいずれかに該当する場合は，開発承認又は変更承認

を取り消すことができる。  

（１） 開発事業者が偽りその他不正な手段により開発承認又は変更承認を受けた

場合  

（２） 第 43条第４項の規定による公表を行った後においても同条第１項の規定に

よる勧告に従わない場合  

（３） 前２号に掲げる場合のほか，市長が特に必要と認める場合  

第３章  都市計画法に基づく開発許可の基準等  

第１節  都市計画法第 33条第３項の規定による制限の強化等  

（道路の幅員）  

第 32条  令第 29条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち，予定

建築物等の 敷 地 に 接 す る 道 路 の幅員は，開発事業の予定建築物等の用途，規

模及び交通の規制に応じて，次の表のとおりとする。  

（１） 当該道路が相互通行の場合  

用途  規模  必要となる道路の幅員  



住宅  100戸以上  歩 車 道 が 分 離 さ れ た 道

路 の 幅 員 が 9.5メ ー ト

ル以上  

住 宅 以 外 （ 第 二 種 特

定工作物を除く。）  

１ヘクタール以上  

 

第二種特定工作物  ５ヘクタール以上  

（２） 当該道路が一方通行の場合  

用途  規模  必要となる道路の幅員  

住宅  100戸以上  歩車道 が分 離さ れ た道

路 の 幅 員 が 8.5メ ー ト

ル以上 ，か つ， 有 効幅

員（車 両が 実際 に 通行

できる 幅員 をい う 。以

下同じ 。） が 5.5メ ート

ル以上  

２  令第 29条の２第２項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち，予定建築

物等の敷地に 接 す る 道 路 の 幅 員は，開発事業の予定建築物等の用途，規模及

び交通の規制に応じて，次の表のとおりとする。  

（１） 当該道路が相互通行の場合  

用途  規模  必要となる道路の幅員  

住宅  49戸以下  有効幅員が 4.0メートル  

住 宅 以 外 （ 第 二 種 特

定工作物を除く。）  

1,000平方メートル未満  以上  

1,000平方メートル以上

１ヘクタール未満  

幅員が 6.0メートル以

上，かつ，有効幅員が

5.0メートル以上  第二種特定工作物  ５ヘクタール未満  

（２） 当該道路が一方通行の場合  

用途  規模  必要となる道路の幅員  

住宅  49戸以下  幅 員 が 4.0 メ ー ト ル 以

上，かつ，有効幅員が  

 

住宅以外（第二種特  

 

1,000平方メートル未満  



定工作物を除く。）  3.0メートル以上  

1,000平 方 メ ー ト ル 以 上

１ヘクタール未満  

両 側 に 歩

道 が あ る

場合  

幅員が 6.0

メートル以

上，かつ，

有効幅員が

3.0メート

ル以上  

片 側 に 歩

道 が あ る

場 合 又 は

歩 道 が な

い場合  

幅員が 6.0

メートル以

上，かつ，

有効幅員が

4.0メート

ル以上  

 

１ヘクタール以上  歩車道が分離された道

路の幅員が 8.5メートル

以上，かつ，有効幅員

が 5.5メートル以上  

第二種特定工作物  ５ヘクタール未満  両 側 に 歩

道 が あ る

場合  

幅 員 が 6.0

メ ー ト ル 以

上 ， か つ ，

有 効 幅 員 が

3.0 メ ー ト

ル以上  

片 側 に 歩

道 が あ る

場 合 又 は

歩 道 が な

い場合  

幅 員 が 6.0

メ ー ト ル 以

上 ， か つ ，

有 効 幅 員 が

4.0 メ ー ト

ル以上  



５ヘクタール以上  歩車道が分離された道

路の幅員が 8.5メートル

以上，かつ，有効幅員

が 5.5メートル以上  

３  令第 29条の２第２項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち，予定建築

物等の敷地に 接 す る 区 間 に 係 る道路の幅員は，幅員６メートル以上（行き止

まり道路その 他 規 則 で 定 め る 要件に該当する場合は，幅員４メートル以上）

とする。ただ し ， 規 則 に 定 め る要件に該当するときは，この項で定める値の

２分の１以上 の 幅 員 が 当 該 既 存道路の中心から開発事業区域側に確保されて

いれば足りるものとする。  

４  令第 29条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち，開発事業

区域内に新設 さ れ る 主 要 な 道 路は，開発事業の予定建築物等の用途及び規模

に応じて，次の表のとおりとする。  

用途  規模  必要となる道路の幅員  

両側に歩

道を設置

する場合  

片側に歩道

を設置する

場合  

住宅  100戸以上  幅員が

12.0メー

トル以上  

幅員が 9.5

メートル以

上  

住宅以外（第二種特

定工作物を除く。）  

１ヘクタール以上  

第二種特定工作物  ５ヘクタール以上  

５  令第 29条の２第２項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち，開発事業

区域内に新設 さ れ る 主 要 な 道 路以外の道路は，開発事業の予定建築物等の用

途及び規模に応じて，次の表のとおりとする。  

用途  規模  必要となる道路の幅員  

住宅  当該新設される道路に

接する住宅が 10戸以下

（将来的にも他の道路

有効幅員が 4.0メートル

以上  



との接続が想定できな

いと市長が認めるもの

に限る。）  

住宅以外（第二種特

定工作物を除く。）  

1,000平方メートル以上  幅員が 6.0メートル以

上，かつ，有効幅員が

5.0メートル以上  第二種特定工作物  全て  

（公園の設置）  

第 33条  令第 29条の２第１項第５号イの基準に基づき設置すべき施設の種類は，

公園とする。  

２  令第 29条の２第１項第５号ロの基準に基づく公園の１箇所当たりの面積の最

低限度は，住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り， 150平方メー

トルとする。  

３  令第 29条の２第１項第５号ハ及び同項第６号の基準に基づく公園の面積の合

計の開発区域 の 面 積 に 対 す る 割合の最低限度は，集合住宅の建築の用に供す

る目的で行う 開 発 行 為 に 限 り ，計画人口１人当たり１平方メートルとして算

出した値によ り 得 ら れ た 割 合 とする。ただし，当該割合が３パーセントを下

回るものにあ っ て は ３ パ ー セ ント，６パーセントを超えるものにあっては６

パーセントとする。  

４  令第 25条第６号ただし書に規定する開発区域の周辺に相当規模の公園が存す

る区域内で行 う 開 発 行 為 と し て公園の整備を要しないと認められる場合は，

規則に定める場合とする。  

（公園の構造等）  

第 34条  令第 29条の２第１項第 12号の基準に基づく公園の構造については，公道

に接する出 入 口 を ２ 箇 所 以 上 設ける構造としなければならない。ただし，公

園の利用者 の 安 全 上 支 障 が な いと市長が認める場合にあっては，この限りで

ない。  

２  公園の利用の安全上支障がある箇所については，柵の設置その他必要な措置

を講ずるものとする。  

（学校の配置）  



第 35条  計画人口が 8,000人以上の開発行為を行う開発事業者は，法第 33条第１

項第６号に基 づ く 学 校 の配 置 を，市と協議の上で定めるものとする。ただし，

周辺の状況により必要がないと市長が認めるときは，この限りでない。  

（集会所を設置すべき開発行為の規模及び設置基準）  

第 36条  令第 29条の２第１項第７号の基準に基づき公益的施設として集会所を設

置すべき開発行為の規模は， 20ヘクタール未満の開発行為で計画戸数が 200戸

以上の住宅 建 設 事 業 と す る 。 この場合において，設置する集会所の規模は，

計画人口に応じて規則で定めるものとする。  

２  設置する集会所の場所は，利便施設が集まり住民が利用しやすい場所又は公

園に隣接して適正に配置するものとし，開発区域の計画人口が 8,000人以上の

開発行為については，集会所を 8,000人ごとに１箇所設置するなど適正な配置

に努めるものとする。  

（ごみ等の集積施設を設置すべき開発行為の規模）  

第 37条  令第 29条の２第１項第７号の基準に基づき公益的施設としてごみ等の集

積施設を設置 す べ き 開 発 行 為 の規模は， 20ヘクタール未満の開発行為で 20戸

以上（住環 境 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項に規定するワンルームマンション建設事業に

あっては， 10戸 以 上 ） の 住 宅 建設事業とする。ただし，開発区域の形状及び

開発区域の 周 辺 の 状 況 に よ り 設置することが困難であると市長が認めるとき

は，この限りでない。  

（施設等の帰属）  

第 38条  前２条の規定により設置された施設及び当該公益的施設の用に供される

土地の所有権 は ， 開 発 事 業 者 又は開発事業者が市長と協議して定める者に帰

属させるものとする。  

第２ 節  都 市 計 画 法 施 行令第 19条第１項ただし書の規 定による開発 行

為の規模  

（開発許可を要しない開発行為の規模）  

第 39条  令第 19条第１項ただし書に規定する市街化区域における開発許可を要し

ない開発行為の規模は， 500平方メートル未満とする。  

第３節  都市計画法第 33条第４項の規定による予定される建築物の敷地



面積の最低限度  

（敷地面積の最低限度）  

第 40条  法第 33条第４項に規定する開発区域において予定される建築物の敷地面

積の最低限度は，当該建築物の用途が住宅である場合に限り， 100平方メート

ルとする。ただし，規則で定める場合は，この限りでない。  

第４節  都市計画法第 29条第１項の規定に基づく許可に関する手続  

（職権による廃止）  

第 41条  市長は，開発許可の申請時における工事の完了の予定期日を徒過してい

るものについ て は ， 開 発 許 可 を受けた者，設計者，工事施行者その他の関係

者から当該開 発 行 為 に 係 る 工 事の進捗状況，続行の意思の有無その他必要な

事項の報告を求めることができる。  

２  市長は，開発許可を受けた日から 10年が経過している開発行為であって，当

該開発許可 を 受 け た 者 が 当 該 開発行為に係る工事を完了させる意思又は能力

を欠くと認めるものについては，当該開発許可を取り消すことができる。  

３  前２項の規定は，開発承認について準用する。  

第４章  雑則  

（助言又は指導）  

第 42条  市長は，建築等計画事業を行おうとする者，開発事業者又は開発事業に

関する工事の 請 負 人 （ 第 ２ 条 第１号イに該当する開発事業にあっては，開発

事業者）に対 し ， こ の 条 例 の 施行に必要な限度において助言又は指導をする

ことができる。  

（勧告及び公表）  

第 43条  市長は，第 13条第３項ただし書の規定により付した条件に違反した開発

事業者又は 開 発 事 業 に 関 す る 工事の請負人に対し，相当の期限を定めて，当

該開発事業 に 関 す る 工 事 の 全 部若しくは一部の停止又は違反を是正するため

必要な措置をとることを勧告することができる。  

２  市長は，第 27条第１項の規定に違反した開発事業者又は開発事業に関する工

事の請負人 に 対 し ， 開 発事 業 者が第 13条第１項の開発承認を受けるまでの間，

相当の期限 を 定 め て ， 当 該 開 発事業に関する工事の全部若しくは一部の停止



又は違反を是正するため必要な措置をとることを勧告することができる。  

３  市長は，第 27条第２項の規定に違反した開発事業者又は開発事業に関する工

事の請負人 に 対 し ， 開 発事 業 者が第 14条第１項の変更承認を受けるまでの間，

相当の期限 を 定 め て ， 当 該 開 発事業に関する工事の全部若しくは一部の停止

又は違反を是正するため必要な措置をとることを勧告することができる。  

４  市長は，前３項の勧告を受けた者が，正当な理由がなくてその勧告に従わず，

又はその勧告 に 係 る 措 置 を と らなかったときは，その旨及び次に掲げる事項

をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。  

 （１） 勧告に従わない者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，その名

称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  

 （２） 勧告の対象となる区域の名称  

 （３） 勧告によりとるべきものとされた必要な措置の内容  

 （４） 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項  

５  市長は，前項の規定による公表を行おうとするときは，あらかじめ当該公表

に係る者にその 理 由 を通 知 し ，意見を述べる機会を与えなければならない。

ただし，その者 が 正 当な 理 由 なく意見の聴取に応じないとき，又はその者の

所在が不明であるときは，この限りでない。  

６  前項に規定する意見の提出があったときは，第４項の規定による公表を行う

に際し，当該意見も併せて公表するものとする。  

（立入検査等）  

第 44条  市長は，この条例の施行に必要な限度において，開発事業者又は当該開

発事業に関す る 工 事 の 請 負 人 に対し，当該開発事業に係る工事の状況等につ

いて必要な報 告 若 し く は 資 料 の提出を求め，又はその職員に当該開発事業区

域内に立ち入らせ，当該工事の状況等を検査させることができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，

関係人に提示しなければならない。  

３  第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。  

 （勧告及び公表等の適用除外）  



第 45条  前２条の規定は，第２条第１号イの開発事業を行う開発事業者には適用

しない。  

（施行細目の委任）  

第 46条  この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，平成 30年６月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前に，法第 30条第１項の規定による開発許可の申請，土

地区画整理 法 第 ４ 条 第 １ 項 ， 同法第 14条第１項，同法第 51条の２第１項若し

くは同法第 71条 の ２ 第 １ 項 の 規定による認可の申請，住環境条例第５条の２

の規定によ る 届 出 又 は 建 築 基 準法第６条第１項若しくは同法第６条の２第１

項に規定す る 確 認 の 申 請 （ 以 下「開発許可申請等」という。）を行うため，

市長に対し 書 面 を も っ て 当 該 開発事業に係る事前の審査を申し出，現に審査

を行ってい る も の に つ い て は ，なお従前の例による。ただし，この条例の施

行の日から 起 算 し て １ 年 を 経 過した日までに当該事前の申出に係る開発許可

申請等が行 わ れ な か っ た と き は，当該事前の審査の申出がなかったものとみ

なして，この条例の規定を適用する。  

 

 


